
○ 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（抄）

（銀行持株会社の業務範囲等）

第五十二条の二十一 銀行持株会社は、その子会社である銀行、第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社及び第

五十二条の二十三の二第一項に規定する特例子会社対象会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務の

ほか、他の業務を営むことができない。

２ 銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努

めなければならない。

（銀行持株会社の取締役の兼職の制限等）

第五十二条の十九 銀行持株会社の常務に従事する取締役（指名委員会等設置会社にあつては、執行役）は、内閣総

理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

２ 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀

行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。

銀行持株会社の業務範囲・取締役の兼職関係
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機関設計関係

○ 会社法（平成十七年法律第八十六号）（抄）

（取締役会等の設置義務等）

第三百二十七条 （略）

２ 取締役会設置会社（監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。）は、監査役を置かなければな

らない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

３ ～６ （略）

（大会社における監査役会等の設置義務）

第三百二十八条 大会社（公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。）は、

監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

２ （略）

○ 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（抄）

（銀行の機関）

第四条の二 銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一 取締役会

二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等（会社法第二条第十二号 （定義）に規定する指名委員会等をい

う。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。）

三 会計監査人



○ 会社法（平成十七年法律第八十六号）（抄）

（株主総会の権限）

第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する

一切の事項について決議をすることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定

めた事項に限り、決議をすることができる。

３ （略）

（取締役会の権限等）

第三百六十二条 （略）

２ 取締役会は、次に掲げる職務を行う。

一 取締役会設置会社の業務執行の決定

二 取締役の職務の執行の監督

三 代表取締役の選定及び解職

３ ～５ （略）

株主の権限関係



取締役の責任関係

○ 会社法（平成十七年法律第八十六号）（抄）

（役員等の株式会社に対する損害賠償責任）

第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人（以下この節において「役員等」とい

う。）は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

２ ～４ （略）

（役員等の第三者に対する損害賠償責任）

第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これに

よって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

２ （略）

（最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え）

第八百四十七条の三 六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き株

式会社の最終完全親会社等（当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以

下この節において同じ。）の総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行

使することができない株主を除く。）の議決権の百分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、

その割合）以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式（自己株式を除く。）の百分の

一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株式を有する株主は、当該株式

会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え（以下この節にお

いて「特定責任追及の訴え」という。）の提起を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。

一～ニ （略）

２ ～６ （略）

７ 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、当該請

求をした最終完全親会社等の株主は、株式会社のために、特定責任追及の訴えを提起することができる。

８ ～１０ （略）



○ 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）（抄）

（親法人等又は子法人等が関与する行為の制限）

第四十四条の三 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、

公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、

この限りでない。

一～三 （略）

四 前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして

内閣府令で定める行為

２ 登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護

のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

一～三 （略）

四 前三号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保

護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内

閣府令で定める行為

情報共有関係



○ 金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号） （抄）

（金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限）

第百五十三条 法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一～六 （略）

七 有価証券関連業を行う金融商品取引業者（第一種金融商品取引業を行う者に限る。）が発行者等に関する非

公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人

等に提供すること（次に掲げる場合において行うものを除く。）。

イ～チ （略）

リ 内部の管理及び運営に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領（第三項第七号に掲げる

業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領する場合においては、当該金融商品取引業者の子法人等か

らの受領に限る。）し、又はその特定関係者に提供（同号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情

報を提供する場合においては、当該金融商品取引業者の親法人等への提供に限る。）する場合（当該金融商品

取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者

において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられて

いる場合に限る。）

八 ～十五 （略）

２ （略）

３ 第一項第七号リ及び第九号の「内部の管理及び運営に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。

一 ～六 （略）

七 子法人等の経営管理に関する業務（前各号に掲げるものを除く。）



（登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限）

第百五十四条 法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一～三 （略）

四 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員

を含む。以下この号及び次号において同じ。）又は使用人が、発行者等に関する非公開情報（顧客の有価証券の

売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別な情報に限る。）を、当該登録金融機関の親法人等（銀行法

第二条第十三項に規定する銀行持株会社、同法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社（同号イに掲げ

る業務を営む会社に限る。）（中略） を除く。以下この号において同じ。）に提供し、又は有価証券（法第三十三条

第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第

二号の性質を有する有価証券を除く。）の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人

等から受領すること（次に掲げる場合において行うものを除く。）。

イ～チ （略）

リ 内部の管理及び運営に関する業務（前条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下

リにおいて同じ。）の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者（中略）に提供する場合（当該情報を

当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公

開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。）

ヌ （略）

五～九 （略）


